
　平成 31年３月 29日に国の「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、住民の取

るべき行動と、その行動を促す避難勧告等の情報を５段階の警戒レベルに区分して提供す

ることとなりました。

　また、住民が主体的に避難行動をとる際の判断の参考とするよう、気象庁等が発表する

防災気象情報についても、警戒レベルとの関係を明確化することとなりました 。

　このため、町が防災行政無線等で発令する避難情報は、『警戒レベル３～５』で、放送を

行いますので、地域の皆さんで声をかけあって、早めの避難をしましょう。

防災情報防災情報のの伝え方伝え方がが変わります！変わります！

■お問い合わせ先：肝付町役場 総務課 消防交通係 ☎0994（65）2511
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